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序章 県の施策体系 
本県では、1993 年 2 月に県民の環境に対する行動規範として策定した「千葉県環境憲章」の精

神と、同年 11 月に制定された「環境基本法」を踏まえ、環境負荷の少ない持続可能な社会を構築
するとともに、地域の自然、文化、産業などを含む魅力ある環境の保全により、快適な環境の実現
を図っていくため、1995 年 3 月に「千葉県環境基本条例」を制定しました。この条例は、「環境基
本法」との整合性を図りつつ、県の環境の保全について基本理念を定め、県、市町村、事業者及び
県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する基本的な事項を示すものです。 

さらに、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、条例第 9 条に基づき、
「千葉県環境基本計画」を策定しています。 

2019 年 3 月に策定した第三次千葉県環境基本計画では、「恵み豊かで持続可能な千葉」の実現を
目指し、5 つの基本目標の達成に向けて、6 つの政策分野と 23 の施策項目を設定しています。ま
た、相互に関連する複数の課題の同時解決に取り組む SDGs の考え方を活用し、持続可能な社会の
構築という観点から「経済」「地域づくり」「暮らし」「人づくり」に関する 4 つの分野横断的なテ
ーマを設定し、環境・経済・社会的課題の同時解決を目指しています。 

この環境白書は、条例第 8 条に基づき、本県の環境の状況や施策の実施状況を明らかにするとと
もに、2024 年度における環境基本計画の進捗状況の点検・評価の結果を取りまとめたものです。 

このため、本書においては、各節ごとに、次の項目に沿って、第三次千葉県環境基本計画の進捗
状況等について記載をしています。 

「現況と課題」：計画で示された現況と課題に対し、最新の状況を記載 
「県の施策展開」：計画で示された県の施策展開に対する実績を中心に、施策の実施状況を記載 
「環境基本計画の進捗状況の点検・評価等」： 

計画で示された進捗を表す指標に対する状況と評価、分析と今後の対応方針を記載 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県環境基本条例 

千葉県環境基本計画 

環境基本法 

関連法 
・地球温暖化対策推進法 
・自然環境保全法 
・廃棄物処理法 
・大気汚染防止法 
・水質汚濁防止法 
・環境教育推進法 
・環境影響評価法 など 

関連条例 

・千葉県環境保全条例 

・千葉県自然環境保全条例 

・廃棄物の処理の適正化に関する条例 

・千葉県環境影響評価条例   など 

分野別個別計画 

・千葉県地球温暖化対策実行計画 

・生物多様性ちば県戦略 

・千葉県環境学習基本方針 

・千葉県廃棄物処理計画 

・千葉県災害廃棄物処理計画 

・千葉県カーボンニュートラル推進
方針 

・自動車排出窒素酸化物及び自動車 

排出粒子状物質総量削減計画 

・湖沼水質保全計画 

・千葉県バイオマス活用推進計画 

  など

循 環 型 社 会 形 成
推進基本法 

生物多様性基本法 

環境保全のための具体的な施策の展開 
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１ 計画策定の趣旨  ２ 計画の位置付け  ３ 計画期間： 2019年度から2028年度までの10年間  ４ 計画の構成 

 

１ 持続可能な社会に向けた環境・経済・社会的課題の同時解決  

２ 地球温暖化 ３ 循環型社会 ４ 自然環境 ５ 生活環境 ６ 環境を守り育てる人・ネットワーク 

 
１ 計画の推進体制 ２ 各主体に求められる役割 ３ 計画の進行管理（指標を活用して、マネジメントサイクルに基づき毎年度実施） 

環境と経済の 

好循環の創出 

環境と調和のとれた 

持続可能で魅力ある 

地域づくり 

健康で心の豊かさを 

実感できる暮らしの実現 

持続可能な社会を築く人・

ネットワークづくり 

４ 

気
候
変
動
へ
の
適
応 

３ 

温
暖
化
対
策
に
資
す
る
都
市
・
地
域
づ
く
り
等
の
促
進 

２ 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進 

１ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
活
用 

１ 環境学習の推進と環境保全活動の促進 ２ 環境保全の基盤となる施策の推進 
３ 環境と経済の好循環の創出     ４ 災害時等における環境問題への対応 

４ 

再
生
土
へ
の
対
策
の
推
進 

３ 

残
土
の
適
正
管
理 

２ 

廃
棄
物
等
の
適
正
処
理
の
推
進
と
不
法
投
棄
の
防
止 

１ 

３
Ｒ
（
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
推
進 

３ 

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
環
境
の
保
全 

２ 

自
然
公
園
等
に
よ
る
優
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
と
活
用 

１ 

生
物
多
様
性
の
保
全
に
向
け
た
総
合
的
施
策
の
展
開 

３ 

有
害
鳥
獣
対
策
の
強
化 

２ 

特
定
外
来
生
物
の
早
期
防
除 

１ 

希
少
野
生
生
物
の
保
護
・
回
復 

５ 

化
学
物
質
・
放
射
性
物
質
へ
の
対
策 

４ 

騒
音
・
振
動
・
悪
臭
の
防
止 

３ 

良
好
な
土
壌
環
境
・
地
盤
環
境
の
保
全 

２ 

良
好
な
水
環
境
の
保
全 

１ 

良
好
な
大
気
環
境
の
確
保 

各分野に係る施策：６つの政策と23の施策 
分野を横断する４つの 
テーマを設定 
分野横断的に施策を展開 

↓ 

環境・経済・社会的課題

の同時解決 

第１章 計画の基本的事項 

環境問題等に対する基本認識 

第２章 計画の目標 

みんなでつくる『恵み豊かで持続可能な千葉』 
～ずっと豊かで安心して暮らしていける千葉の環境を、みんなのチカラで築き、次の世代に伝えていく～ 

目指す将来の姿 

 １ 地球温暖化対策の推進    ２ 循環型社会の構築    ３ 豊かな自然環境の保全と自然との共生 

 ４ 野生生物の保護と適正管理  ５ 安全で安心な生活環境の保全 

基本目標 

第４章 施策の展開方向 

政策１ 

地球温暖化 
対策の推進 
 

 

政策２ 

循環型社会 
の構築 
 
 

政策３ 

豊かな自然
環境の保全
と自然との
共生 

政策４ 

野生生物の
保護と適正
管理 
 

政策５ 

安全で安心
な生活環境
の保全 
 

政策６ 環境保全のための基盤的、横断的な施策の推進 

第５章 計画の推進 

第３章 施策展開の 
基本的な考え方 
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ＳＤＧｓとは 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、2015 年 9 月に国連総会
で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 
年までの国際目標です。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂のある社会の実現を
目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題について、統合的に取り組むことを掲げ、17
のゴールと 169 のターゲットが設定されました。 
 

 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困
を終わらせる 

 各国内及び各国間の不平等を是正す
る 

 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び
栄養改善を実現し、持続可能な農業
を促進する 

 包摂的で安全かつ強靱（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する 

 あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を促進する 

 持続可能な生産消費形態を確保する 

 すべての人に包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する 

 気候変動及びその影響を軽減するた
めの緊急対策を講じる 

 ジェンダー平等を達成し、すべての
女性及び女児の能力強化を行う 

 持続可能な開発のために海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用する 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能
性と持続可能な管理を確保する 

 陸域生態系の保護、回復、持続可能な
利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処、ならびに土地の劣化
の阻止・回復及び生物多様性の損失を
阻止する 

 

すべての人々の、安価かつ信頼でき
る持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する 

 持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人々に司
法へのアクセスを提供し、あらゆるレ
ベルにおいて効果的で説明責任のあ
る包摂的な制度を構築する 

 包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する 

 持続可能な開発のための実施手段を
強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する 

 強靱（レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業化の
促進及びイノベーションの推進を図
る 

  

  出典：持続可能な開発目標（SDGｓ）活用ガイド（環境省） 


